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22002255 年年度度のの公公的的年年金金支支給給額額  11..99％％
引引上上げげ（（11//2244））  

厚生労働省は 24 日、2025 年度の

公的年金支給額を発表した。物価や

賃金の伸び率を反映し、24 年度から

1.9％引き上げられる。増額は３年連

続。「マクロ経済スライド」も３年

連続で適用されるため、引上げ率は賃金の伸び

を 0.4 ポイント下回る。 

公公益益通通報報者者保保護護法法改改正正案案  通通報報者者処処分分でで刑刑事事

罰罰（（11//2266））  

公益通報者保護法改正案の概要が明らかに

なった。通報者を解雇や懲罰処分とした事業者

に 3,000 万円以下の罰金、個人に６月以下の拘

禁刑か 30万円以下の罰金を科す刑事罰の導入

を盛り込むほか、通報に対処する従事者の指定

義務を怠った事業者への立入り検査を行う規

定も新設。通報者を特定する行為を原則禁止と

する。今通常国会への法案提出を目指す。  

労労働働安安全全衛衛生生法法のの改改正正要要綱綱  答答申申（（11//2277））  

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科

会は 27 日、労働安全衛生法の改正要綱を決定

し、答申した。保護の対象にフリーランスを含

む個人事業者を追加することや、ストレスチェ

ックの実施義務を従業員 50 人未満事業所にも

拡大すること、高齢者の労災対策の実施を努力

義務とすることなどを盛り込んだ。今通常国会

に法案を提出する方針。  

厚厚生生年年金金加加入入のの企企業業規規模模要要件件撤撤廃廃、、22003355 年年にに

先先送送りり（（11//2299））  

厚生労働省は 29 日、自民党の会合に、パー

ト労働者の厚生年金加入要件のうち、企業規模

要件の撤廃時期を 2035 年とする案を示した。

24 日の会合で示した 2029 年からとする案に、

自民党内から中小企業の負担増に懸念の声が

出て、先送りした。また、対象拡大は２段階で

はなく４段階で進め、「27 年 10 月から 36 人

以上」、「29年 10 月から 21 人以上」、「32

年 10 月から 11 人以上」、35年 10 月に完全撤

廃とすることで時期を遅らせる案とした。今通

常国会に提出予定の年金改革法案に盛り込む

方針。 

22002244 年年のの就就業業者者数数がが過過去去最最多多にに（（22//11））  

総務省の 31 日の発表によると、2024 年の就

業者数が 6,781 万人（前年比 34 万人増）で、

過去最大だった。女性就業者の伸びが過去最多

の 31万人増となったことが大きな要因。また、

2024 年平均の完全失業率は 2.5％（前年比 0.1

ポイント減）だった。一方、厚生労働省の発表

した 2024 年の平均有効求人倍率は 1.25 倍（前

年比 0.06 ポイント減）だった。 

2244 年年のの実実質質賃賃金金前前年年比比 00..22％％減減（（22//55））  

厚生労働省は 5日、2024 年の毎月勤労統計

調査（速報）を発表した。実質賃金は前年比

0.2％減で、３年連続のマイナスとなった。名

目賃金は賃金や賞与の引上げにより、月平均で

前年比 2.9％増となったが、消費者物価指数は

同 3.2％の上昇で追いつかなかった。マイナス

幅でみると、23 年の 2.5％から改善した。 

聴聴覚覚障障害害児児のの逸逸失失利利益益  平平均均賃賃金金でで算算出出（（22//66））  
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交通事故で死亡した聴覚障害児の遺族が、運

転手らに損害賠償を求めた訴訟で、就労で得ら

れたはずの逸失利益を全労働者の平均賃金で

算定すべきとの判決が、５日までに確定した。

一審・大阪地裁は全労働者の平均賃金の 85％

で算定していたが、二審・大阪高裁は全労働者

の平均賃金を用いることに「顕著な妨げ」とな

る労働能力の制限は認めらないと判断し、被告

側は期限までに上告しなかった。 

株株主主総総会会  完完全全オオンンラライインン開開催催のの要要件件緩緩和和検検

討討へへ（（22//1111））  

株主総会を完全オンラインで開く要件を緩

和するための会社法改正について、鈴木法相は

10 日、法制審議会に諮問した。現行の会社法

では、「リアル」と「オンライン」の併用は認

められるが、オンラインのみでの開催は、コロ

ナ禍で設けられた産業競争力強化法の特例に

より一部認められるものの、原則認められない。

さらなる活用を視野に手続きの簡素化や対象

企業の拡大が検討される見通し。 

介介護護休休業業取取得得  22002255 年年度度かからら補補助助金金をを増増額額

（（22//1133））  

厚生労働省は、2025 年度に中小企業の介護

休業取得による業務代替支援の補助金を増額

する。15日以上取得した従業員１人につき、

同僚への手当に最大 10万円、新規雇用に最大

30 万円を補助する。利用日数に応じて増額す

る仕組みとし、取得者５人分まで申請可とする。

また、新たに短時間勤務（15日以上利用）の

場合も同僚への手当の補助として３万円を支

給する。 

公公共共工工事事のの労労務務単単価価  ３３月月発発注注分分かからら６６％％引引上上

げげにに（（22//1155））  

国土交通省は 14 日、国や自治体が公共工事

を発注する際に使う公共工事設計労務単価を、

2025 年度は前年度から平均 6.0％引き上げる

ことを発表した。13 年連続の引上げで、３月

以降に発注する工事から適用される。これによ

り、全 51職種の全国平均（１日８時間）は過

去最高額の２万 4,852 円となる。 

パパーートトのの社社会会保保険険料料をを企企業業がが肩肩代代わわりり  ８８割割

還還付付へへ（（22//1188))    

厚生労働省は、パート従業員（標準報酬月額

ベースで年収 106 万円～151 万円程度の者）の

社会保険料を会社が肩代わりする特例を、2026

年 10 月から３年間の時限措置として実施する

調整に入った。従業員 50人以下の企業をなど

を対象に、肩代わりした保険料の８割を企業に

還付する方向。財源には社会保険料を充てる。

肩代わりの割合は指針に基づいて決まり、特例

を利用してもパート従業員が将来受け取る年

金額には影響しない。 

雇雇調調金金のの特特例例措措置置期期間間  １１年年にに限限定定すするるこことと

をを検検討討（（22//1199））  

厚生労働省は、雇用調整助成金を見直し、特

例措置の期間を１年に限定する方向で検討す

る。大規模災害などの緊急時の対策として講じ

られ多くは１年で終了したが、コロナ禍や能登

半島地震では１年超継続し、雇用保険財政はひ

っ迫している。１年に限定することで、緊急時

の雇用維持策という役割を明確にする。３月に

も労政審の職業安定分科会で議論し、順調に進

めば 2026 年にも適用となる可能性がある。 

22002255 年年度度のの介介護護保保険険料料負負担担  4400～～6644 歳歳はは月月

66,,220022 円円（（22//2211））  

厚生労働省は 20 日、25 年度の介護保険料に

ついて、40～64 歳の人は平均で 1 人当たり月

6,202 円の負担になるとの推

計を公表した。前年度より 74

円減少のとなった。65 歳以上

の保険料は、24年度からの３

年間は平均 6,225 円で過去最

高となっている。 

8 



2025 年 3 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     内  訳 
事業の種類 雇用保険率 失業等給付・育児休業給付の料率 二事業の料率 

被保険者負担分 事業主負担分 

いわゆる一般の事業 1,000 分の 14.5 
〔1,000 分の 15.5〕 

1,000 分の 5.5 
〔1,000 分の６〕 

1,000 分の 5.5 
〔1,000 分の６〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 9 
〔1,000 分の 9.5〕 

いわゆる農林水産業 
（一部は一般と同じ） 

清酒の製造の事業 

1,000 分の 16.5 
〔1,000 分の 17.5〕 

1,000 分の 6.5 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 6.5 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 10 
〔1,000 分の 10.5〕 

いわゆる建設の事業 1,000 分の 17.5 
〔1,000 分の 18.5〕 

1,000 分の 6.5 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 6.5 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 4.5 
〔1,000 分の 4.5〕 

計 1,000 分の 11 
〔1,000 分の 11.5〕 
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令和７年度の雇用保険の保険料率 前年度から 1,000 分の１（0.1％）引き下げ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和７年度の雇用保険の保険料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次ページへ続く 

令和７年度の雇用保険の保険料率について、令和６年度から 1,000 分の１（0.1％）の引き下げと
なりました。簡単に、被保険者と事業主の負担の内訳を整理しておきます。 

令和６年改正育児・介護休業法 就業規則（育児・介護休業規程）の 
見直しなどはお済みですか 

いわゆる令和６年改正育児・介護休業法の施行期日（令和 7 年 4 月１日・同年 10 月 1 日）が近づいてき
ました。この改正に伴い、就業規則（育児・介護休業規程）・社内様式の見直しや、個別周知・意向確認などの
準備が必要となります。どのような改正規定があるのか？ 今一度、確認しておきましょう。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和６年改正育児・介護休業法 改正規定のおさらい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★施行期日までの対応の参考になるものとして、厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が
公表されています。その規定例を見てみたい、見てみたが自社用にどのようにアレンジすればよいのか分からな
いなど、この改正への対応にお困りの場合は、気軽にお声掛けください。 
 

＜令和７年４月１日施行分＞ 
□ 子の看護休暇の見直し ◆                                              □ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ◆ 
□ 育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大 ◆      □ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 ◆ 
□ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆                          □ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆ 
□ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け ★ 
□ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大（従業員数：1,000 人超の企業→300 人超の企業） 
＜令和７年10 月１日施行分＞ 
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 ◆ 
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け ★ 
□ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け ★ 
注．◆が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則（育児・介護休業等に関する規則の規定例［詳細版］）において、改定が行われて

いるもの。 
注．★が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則において、改定が行われているほか、個別周知・意向確認などの 

ため、労働者に配布する資料（参考様式）が用意されているもの。 

●令和７年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳 〔   〕は令和６年度の率 
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「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号）」により、雇用保険法の一
部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました（いずれも、
令和７年４月１日施行）。今回は、そのうち、「出生後休業支援給付金」の概要を取り上げます。 

★本年４月からの給与計算に影響が出てくる内容ですので、対応を怠らないようにしましょう。なお、雇用保険
に関する保険料のうち、雇用保険二事業に充てる部分は、その全額を事業主の方々が負担しています（前ページ
の「雇用保険の保険料率と負担の内訳」参照）。 

保険料を負担しているわけですから、活用できる助成金があるのなら、活用しないと損ですね。助成金につい
ても、令和７年度に向けた新しい情報が徐々に公表されることになると思われます。必要なものについては、適
時お伝えするようにします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「出生後休業支援給付金」の概要（厚労省のリーフレットを紹介）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雇用保険の新設給付➀ 
令和７年４月から「出生後休業支援給付金」の支給がスタート 

★この出生後休業支援給付金、支給申請手続は、原則として、被保険者が事業主を経由して行うこととされて
おり、企業としても、知っておかなければならないところです。 

厚生労働省からは、その支給申請手続に関するパンフレットや必要な書類も公表されていますので、必要で
あれば、気軽にお声掛けください。その説明もさせていただきます。 


